
あ
お
り
運
転
に
対
す
る
罰
則
が
新
設

あ
お
り
運
転
は
犯
罪
で
す

深
刻
化
す
る
「
あ
お
り
運
転
」

　
　
　
　
　
　
　
　
に
よ
る
重
大
事
故

　

自
動
車
を
運
転
し
て
い
る
と
き
に
、「
後

方
か
ら
車
間
距
離
を
詰
め
ら
れ
て
速
く
走

る
よ
う
に
急
か
さ
れ
た
」「
追
い
越
さ
れ

た
後
に
前
で
急
停
車
さ
れ
進
路
を
ふ
さ
が

れ
た
」
な
ど
の
怖
い
思
い
を
し
た
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
か
。
こ
の
よ
う
な
他
の
車
両

の
走
行
を
妨
げ
る
「
あ
お
り
運
転
」
が
社

会
問
題
化
し
て
い
ま
す
。「
あ
お
り
運
転
」

は
、
重
大
な
交
通
事
故
に
つ
な
が
る
、
悪

質
で
大
変
危
険
な
行
為
で
す
。

「
あ
お
り
運
転
」
の
罰
則
が
厳
罰
化
へ

　

令
和
2
年
６
月
30
日
施
行
の
改
正
道
路

交
通
法
で
は
、「
あ
お
り
運
転
」
を
「
妨

害
運
転
」
と
規
定
し
、「
あ
お
り
運
転
」

に
対
す
る
罰
則
が
新
設
さ
れ
ま
し
た
。

※一定の違反 妨害（あおり）運転の対象となる 10 類型の違反

①妨害運転（交通の危険の恐れ）

②妨害運転（著しい交通の危険）

　通行妨害目的で交通の危険を生じさせるおそれの
ある方法により一定の違反（※）をした場合

　①の行為に加えて、高速道路や一般道で他の車を停
止させるなどの著しい交通の危険を生じさせた場合

違反点数 25 点

違反点数 ３5 点

違反１回で免許取り消し（欠格期間２年）

違反１回で免許取り消し（欠格期間３年）

３年以下の懲役または 50 万円以下の罰金

５年以下の懲役または １00 万円以下の罰金

◆あおり運転をした場合

◆あおり運転のせいで
　危険が生じた場合

提供：静岡県警察本部
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自
転
車
運
転
者
講
習
制
度
の
危
険
行
為
に

「
あ
お
り
運
転
」
が
追
加
さ
れ
ま
し
た

　

自
転
車
も
車
両
で
す
。
逆
走
（
右
側
通

行
）
や
進
路
変
更
な
ど
の
危
険
行
為
を
繰

り
返
し
行
っ
た
場
合
、
自
転
車
運
転
者
講

習
の
受
講
が
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、
今

回
の
法
改
正
に
よ
り
、「
あ
お
り
運
転
」

も
危
険
行
為
に
追
加
さ
れ
ま
し
た
。

　

自
転
車
は
身
近
な
交
通
手
段
で
す
が
、

安
易
な
運
転
が
重
大
な
事
故
を
も
た
ら

し
、
多
額
の
賠
償
金
を
要
求
さ
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
責
任
の
あ
る
運
転
を
心
が

け
る
と
と
も
に
、
万
が
一
の
た
め
に
自
転

車
保
険
へ
の
加
入
や
、
保
険
の
契
約
内
容

の
確
認
を
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

広
げ
よ
う
「
思
い
や
り
運
転
」

　

思
い
や
り
と
譲
り
合
い
の
気
持
ち
で
、
人

に
優
し
い
安
全
運
転
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

　

市
で
は
、「
思
い
や
り
運
転
」
に
賛
同

し
て
い
た
だ
け
る
個
人
・
団
体
に
、
み
し

ま
る
く
ん
・
み
し
ま
る
こ
ち
ゃ
ん
の
オ
リ

ジ
ナ
ル
マ
グ
ネ
ッ
ト
ス
テ
ッ
カ
ー
を
お
渡

し
し
て
い
ま
す
。
自
動
車
に
貼
っ
て
安
全

運
転
を
実
施
し
、
思
い
や
り
運
転
で
交
通

事
故
ゼ
ロ
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

受
け
渡
し
場
所 

地
域
協
働
・
安
全
課
窓
口

※
賛
同
書
を
提
出
し
て
い
た
だ
き
、
ス

テ
ッ
カ
ー
と
引
き
換
え
に
な
り
ま
す
。

※
賛
同
書
は
、
地
域
協
働
・
安
全
課
窓
口

ま
た
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

一
人
で
悩
ま
ず
交
通
事
故
相
談
員
へ

　
交
通
事
故
相
談
員
は
、
交
通
事
故
全
般

の
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
あ
お
り

運
転
の
被
害
に
あ
い
、
困
っ
て
い
る
人
な

ど
も
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

時
毎
週
月
・
水
・
金
曜
（
祝
日
を
除
く
）

　
午
前
9
時
～
正
午
、
午
後
1
時
～
4
時

場
中
央
町
別
館
2
階

　
地
域
協
働
・
安
全
課
（
電
話
相
談
可
）

　

あ
お
り
運
転
は
高
速
道
路
だ
け
で
の
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
身
近
な
道
路
で
も
被
害
者
・
加
害

者
に
な
り
え
ま
す
。
万
が
一
、
あ
お
り
運
転
の
被

害
に
あ
っ
た
場
合
に
は
冷
静
に
対
処
で
き
る
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。

あおり運転の被害を受けた
ときは！

□直ちに警察に 110 番通報しましょう。もし同乗者がいる場合は同乗者が 110
番通報しましょう。

□警察が来るまでは車外に出ず、ドアをロックして、車内で待機しましょう。
※ドライブレコーダーなどで相手の行為を撮影し記録に残しておくことが大切

になります。事前準備として、ドライブレコーダーを取り付けるなどの対策
をとりましょう。

あおり運転の加害者になら
ないために！

　普段は安全運転・走行を心がけていても、疲れていたり急いでいたりすると、
心に余裕がなくなり、いら立ちや怒りをもつことがあるかもしれません。安全
運転には、他の車や歩行者など周囲への思いやりや気配りが大切です。
　もし、気持ちに余裕がないと感じるときは、一度心を落ち着かせ、大きく深
呼吸してから運転しましょう。

三
島
警
察
署
☎
９
８
１
・
０
１
１
０

地
域
協
働
・
安
全
課

☎
９
８
３
・
２
６
５
１

▲周りから見えやすい場所に貼って、
思いやり運転を広げましょう

渡邉相談員

▶三島警察署交通課
　金岩係長

あ
お
り
運
転
の
被
害
に
あ
っ
た
と
き

　
　
　
　
　
　
加
害
者
と
な
ら
な
い
た
め
に

問合せ
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